
�愛媛県告示第１１６８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２９
年１０月
５日

愛媛県
第１２６９
号

魚かす
粉末

南海魚
粕粉末
８．５－
７

窒素全
量８．５
りん酸
全量
７．０

該当無
し

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津２丁目２０番
３８号
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�愛媛県告示第１１６９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年１０月４日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年９月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市下柏町字大ダラヒ１０９１番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．９０メートル

� 幅員 ５．００メートル
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�愛媛県告示第１１７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削太田１９３番５から

同町弓削太田１８７番１地先まで

旧 ２０．０～３２．２ ０．０３５

新 １８．３～３０．０ ０．０３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削太田１９３番５から

同町弓削太田１７９番地先まで
平成２３年１０月４日

毎週（火・金）曜日発行 第２３０７号 平成２３年１０月４日

平成２３年１０月４日火曜日 第２３０７号
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�愛媛県告示第１１７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１０月４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１１７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１０月４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１１７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名３９５番２から

同町生名４６２番２まで
平成２３年１０月４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第２９号

平成２３年９月２６日
伊予郡松前町大字鶴吉字康居２６９番５

伊予郡松前町大字北川原７４２番地

忽 那 操

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第３０号

平成２３年９月２６日
伊予市上三谷字坊楽甲１０２０番１

伊予市上三谷４４番地の１

川 � 惠

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 坊屋敷小田線 喜多郡内子町立石２６２５番２

旧 ５．３～７．８ ０．０２３

新 ５．３～８．８ ０．０２３
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愛 媛 県 報平成２３年１０月４日 第２３０７号

８６２



�愛媛県告示第１１７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１０月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 坊屋敷小田線 喜多郡内子町立石２６２５番２ 平成２３年１０月４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町名荷谷３１０４番２から

同町名荷谷３１０１番３まで
平成２３年１０月４日
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平成２３年１０月４日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１０月４日 第２３０７号

８６３


